
【 期間 】

R8.1月頃

～

R8.2月頃

  規制予定期間　令和8年1月12日～令和8年2月28日

国道9号(壇之浦地区)法面復旧工事に伴う交通規制形態の変更のお知らせ並びに迂回協力のお願い

至 ⾧府

至 唐戸

至 ⾧府

至 唐戸

至 ⾧府

至 唐戸

規制形態①（下り線及び自転車道を利用した対面通行）

規制形態②（上下線の第1走行レーン及び自転車道を利用したセパレート通行）

規制形態③（上り線を利用した対面通行）

規制形態④（上下線の第1走行レーンを利用したセパレート通行）



国道2号を利用した広域迂回へのご協力をお願いいたします

  規制予定期間　令和8年1月12日～令和8年2月28日

下関駅

新下関駅

交通規制区間(法面災害復旧工事箇所)

凡例

①上り線迂回案内対策

②下り線迂回案内対策

印内交差点

唐戸交差点

③上り線交通規制内走行時の安全対策

④下り線交通規制内走行時の安全対策①

③

④

②

下り線迂回ルート

上り線迂回ルート

交通規制区間

①上り線迂回案内対策 ③上り線交通規制内走行時の安全対策

④下り線交通規制内走行時の安全対策

②下り線迂回案内対策


